
   サトウキビ産業の維持・発展に向けた新製糖工場建設に関する決議 

 

甘味資源であるサトウキビは、我が国の食料供給の一翼を担う極めて重要な

作物であると同時に、本県における基幹作物として、長年にわたり製糖を通じ

て島嶼地域経済を支えてきた。 

特に、国の糖価調整制度の下、生産振興と経営安定が図られ、本県農業及び

地域社会の維持・発展に大きく寄与してきたところである。 

しかしながら、本県の分蜜糖製糖工場は多くが築60年を超え老朽化が進んで

おり、更新が喫緊の課題となっている。中でも、本島唯一の製糖工場であるゆ

がふ製糖は、その建て替えをめぐり、財源確保など多くの困難に直面している。 

製糖施設の稼働が途絶すれば、サトウキビ生産の受け皿を失い、農業・雇用

・地域経済の基盤が崩壊しかねず、その影響は甚大である。 

サトウキビ産業の維持・発展のためには、安定した製糖体制の確立が不可欠

であり、県としても、事業主体と連携し、新製糖工場の建設に積極的に取り組

む責務がある。 

よって本県議会は、沖縄県に対し、県内製糖工場の建設・更新に向け、関係

者間の協議と財政支援を積極的に行い、農業者及び甘蔗糖企業が将来にわたり

安定的に生産・経営を継続できる環境の整備に全力を挙げるよう、下記事項に

つき強く要求する。 

                記 

１ 沖縄の特殊性を踏まえ、国の補助事業に係る補助率・補助上限額の引き上

げについて、県として、国に対し強く要請を行うこと。 

２ 分蜜糖製糖工場の整備に係る地方財政負担を軽減するため、県として特別

の支援措置及び財政支援を講ずること。 

３ 製糖副産物の多用途利用を含め、沖縄の甘蔗糖産業の新たな仕組みを創出

し、持続的な産業構造を確立するための支援予算を確保すること。 

 上記のとおり決議する。 
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